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マイナンバーカード署名用電子証明書の失効事案について 

 

戸籍法の改正により令和７年５月２６日から戸籍の記載事項に新たに氏名の振り

仮名が追加されるため、その準備として本市の住民基本台帳システムにある氏名の振

り仮名情報を修正したところ、一部の方について、マイナンバーカードの署名用電子

証明書が失効する事案が下記のとおり発生しました。 
なお、失効した原因については、現在調査中です。 
 

記 
１ 対象者数 

２３７人（令和６年１２月２６日現在） 
２ 今後の対応 
  対象者の方へオンライン申請等で署名用電子証明書を利用する前に、本市窓口に

おいて発行手続きをお願いする文書を送付します。 
  また、年末年始は３のとおり臨時の対応を行います。 
  なお、住民基本台帳システムの氏名の振り仮名情報の修正作業は、原因が判明す

るまで中止します。 
３ 年末年始の窓口等の設置 
⑴ 署名用電子証明書の発行手続き臨時窓口 

令和７年１月４日（土）、同月５日（日）の２日間、本庁舎市民課及びマイナス

テーションで発行手続きの受付を行います。 
・本庁舎市民課 
（津市西丸之内２３番１号  電話 ０５９－２２９－３１４４） 

   時間 ８時３０分から１７時まで 
・マイナステーション 
（アストプラザオフィス内 電話 ０５９－２２２－２５２５） 
時間 ８時３０分から１７時まで 

⑵ 電話での問い合わせ対応 
令和６年１２月２８日（土）、同月３０日（月）、令和７年１月３日（金）から

同月５日（日）までの５日間の８時３０分から１７時までは、本庁舎市民課にて

電話での問い合わせを受け付けます。 
４ その他 
  今回の署名用電子証明書の失効により、ｅ－Ｔａｘ（オンラインでの確定申告）、

マイナポータルを通じたオンラインでの転出届、ふるさと納税のワンストップ申請



などが利用できなくなるもので、証明書のコンビニ交付サービスや病院を受診する

際のマイナ保険証としての利用は、通常どおり利用できます。 


